
 

 

令和 7 年第 4 回(12 月)町議会定例会追加提出議案の概要 

 

 

○議案第 58 号 令和 7 年度宇治田原町一般会計補正予算（第 3 号） 

〔企画財政課〕 

「強い経済」を実現する総合経済対策に基づき、物価高騰の影響を受けている子育て

世帯への物価高対応子育て応援手当支給事業費や、同じく物価高騰の影響を受けている

水道使用者への負担軽減のための物価高騰対策水道料金減免事業等をはじめ人事院勧告

に基づく給与改定及び人事異動等に伴う職員人件費等の費用を補正するもの。 

 

     既定額       5,834,799 千円 

    補正額          71,075 千円 

計        5,905,874 千円 

 

【主要事業】 

・ 物価高対応子育て応援手当支給事業費      新規   26,359千円 

・  水道事業会計負担金（物価高騰対策水道料金減免事業） 

                        追加   11,321千円 

・  小中学校給食費支援事業費           追加    8,494千円 

 

〇議案第 59 号 令和 7 年度宇治田原町国民健康保険特別会計補正予算(事業勘定)（第 1

号）  

〔健康対策課〕 

人事院勧告に基づく給与改定及び人事異動等に伴う職員人件費等の費用を補正するも

の。 

 

既定額       1,004,382 千円 

    補正額           4,105 千円 

計        1,008,487 千円 

 

 

○議案第 60 号 令和 7 年度宇治田原町介護保険特別会計補正予算（第 2 号） 

〔福祉課〕 

〔保険事業勘定〕 

人事院勧告に基づく給与改定及び人事異動等に伴う職員人件費等の費用を補正

するもの。 

 

既定額        909,963千円 

補正額         2,699千円 

    計          912,662千円 

 

 

 

 

 



 

 

〔介護サービス事業勘定〕 

町職員の給与改定に準じ、会計年度任用職員に係る人件費の費用を補正するも

の。 

既定額         3,707千円 

補正額           68千円 

計          3,775千円 

 

○議案第 61 号 令和 7 年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第 1 号） 

〔上下水道課〕 

人事院勧告に基づく給与改定及び人事異動等に伴う職員人件費等の費用を補正するも

の。 

     収益的 支出 既決予定額     318,235 千円 

            補正予定額       4,583 千円 

              計       322,818 千円 

 

     資本的 支出 既決予定額     243,713 千円 

            補正予定額       712 千円 

                            計             244,425 千円 

 

○議案第 62 号 令和 7 年度宇治田原町下水道事業会計補正予算（第 1 号） 

〔上下水道課〕 

人事院勧告に基づく給与改定及び人事異動等に伴う職員人件費の費用を補正するも

の。 

 

     収益的 収入 既決予定額    452,183 千円 

            補正予定額      957 千円 

                            計            453,140 千円 

 

支出 既決予定額    447,090 千円 

            補正予定額      957 千円 

                            計            448,047 千円 

 

 

資本的 収入 既決予定額    367,599 千円 

            補正予定額     1,343 千円 

                            計            368,942 千円 

 

支出 既決予定額    477,004 千円 

            補正予定額     1,343 千円 

                            計            478,347 千円 

 

      

 

 

 



 

 

 

〇議案第 63 号 宇治田原町職員の給与に関する条例及び宇治田原町一般職の任期付職員

の採用等に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて 

〔総務課〕 

  人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に準じて所要の改正を行うもの。 

改正内容は、初任給をはじめ若年層に重点を置いて給料表を引上げるとともに、期 

末・勤勉手当の年間支給月数を現行の 4.60 月から 4.65 月に改正するもの。 

 

〇議案第 64 号 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例を 

を制定するについて 

〔総務課〕 

人事院勧告に基づく特別職の国家公務員の給与改定に準じて所要の改正を行うもの。 

改正内容は、町長等特別職の期末手当の支給月数を現行の 3.45 月から 3.50 月に改正

するもの。 

 

○議案第 65 号 宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 

改正する条例を制定するについて 

〔総務課〕 

人事院勧告に基づく特別職の国家公務員の給与改定に準じて所要の改正を行うもの。 

改正内容は、議員の期末手当の支給月数を現行の 3.45 月から 3.50 月に改正するもの。 

 

○議案第 66 号 宇治田原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例を制定するについて 

〔総務課〕 

一般職の町職員の給与改定に準じて所要の改正を行うもの。 

改正内容は、一般職に準じて給料表を引上げるとともに、一般職の規定を準用するこ

とにより、期末・勤勉手当の年間支給月数が現行の 4.60 月から 4.65 月となるもの。 


